一橋大学坐禅部　如意団　規約

（名称）
第1条　本部は如意団と称する。
（場所）
第2条　本部は目的に賛同し自発的に参加する者で組織し、本部を一橋大学に置く。
（趣旨・目的）
第3条　本部はその活動を通じて、部員相互の親睦、及び教養・健康の推進を図る。
（活動）
第4条　本部は前条の目的達成のために次の活動を行う。
0. 定例坐禅会
0. 学生接心への参加
0. 如意団単独接心の開催
0. その他、他大学との交流坐禅会や外部の坐禅会等への参加
0. 昨年度までの活動実績は以下のとおりとする。
[bookmark: _Hlk479890174]４月　新入生勧誘活動　　　５月　新入生歓迎学生接心第条
６月　新入生歓迎会　OB学生交流会
８月　納会　　９月　夏季円覚寺学生接心
１０月　OB学生交流会　１１月　円覚寺如意団単独接心　　
２月　卒業生歓送会　　３月　総会・役員交代　春季円覚寺学生接心
（組織）
第5条　本部は以下の通り役員を置き、組織の健全な運営のために寄与しなければならない。
部長　　　　　　　　　　　　１名
総務　　　　　　　　　　　　１名
会計担当　　　　　　　　　　１名
新入生歓迎担当　　　　　　　１名
Web担当　　　　　　　　　　１名
また本部に顧問を置き、教員の立場から、部の活動・運営に助言と指導を与える。社会学研究科の深澤英隆教授に依頼する。
第6条　本部の構成員は、前項の活動目的に反する行為を行った場合は除名とする。または期間を定めて活動参加を制限するものとする。
（議決）
第7条　本部に「部会」を置き、部の企画運営に関する事項を審議・決定する。
（会計）
第8条　本部の運営資金は、原則として部員からの部費及び趣旨に賛同する個人及び団体からの援助金等を充てる。
第9条　本部の活動運営として、坐禅・新入生勧誘・設備・運営等で使用された経費に限り、本部のOB会組織である禅友会からの寄付を財源とする。
（事故防止の義務）
第10条　本部は事故を未然に防ぐ能力を取得し、つねに事故を防ぐための最善の努力をしなければならない。万一不測の事態が発生した場合、人命救助を最優先とする。
第11条　本部は「一橋大学学生の飲酒に関する基本原則」を遵守し、未成年飲酒をさせてはならない。
（その他）
第12条　この規約の改廃は、部会により承認を受けなければならない。
付則
この規約は平成３０年度４月１日から施行する。
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